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企
業
は
非
正
社
員
を 

　
ど
の
よ
う
に
活
用
し
て
い
る
か 

主
任
研
究
員
・
佐
藤
　
厚 

し
て
い
る
点
に
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。 

　
以
上
の
調
査
結
果
を
ま
と
め
る
と
以
下
の

よ
う
に
な
ろ
う
。
つ
ま
り
、
非
正
社
員
を
活

用
し
て
い
る
企
業
の
多
く
は
、
人
件
費
節
約

と
即
戦
力
人
材
の
確
保
、
景
気
変
動
に
応
じ

た
雇
用
調
整
を
目
的
に
非
正
社
員
を
活
用
し

て
い
る
。
ま
た
、
非
正
社
員
の
活
用
に
よ
り

正
社
員
の
数
が
減
少
し
、
今
後
も
そ
う
し
た

傾
向
が
続
く
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
非
正
社
員
の

多
く
は
現
在
定
型
的
業
務
で
活
用
さ
れ
て
い

る
が
、
今
後
は
非
定
型
的
業
務
や
専
門
的
業

務
へ
と
活
用
の
高
度
化
を
は
か
り
た
い
。
い

ま
業
種
や
規
模
な
ど
の
違
い
を
と
り
は
ら
っ

て
み
る
と
、
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
企
業
行

動
の
実
態
と
は
お
よ
そ
こ
の
よ
う
な
も
の
で

あ
る
。 

 

３
．パ
ー
ト
活
用
の
高
度
化 

　
　
―
―
Ｂ
社
の
事
例 

 

２
で
概
観
し
た
傾
向
が
実
際
の
企
業
レ
ベ

ル
で
は
ど
の
よ
う
な
形
で
表
出
し
て
い
る
の

か
。
こ
の
点
を
大
手
小
売
業
Ｂ
社
の
事
例
を

通
じ
て
把
握
し
て
み
た
い
。 

（
１
）
売
上
高
対
人
件
費
比
率
と
パ
ー
ト
の

割
合 

　
Ｂ
社
は
、
従
業
員
二
〇
〇
〇
人
程
度
の
食

品
ス
ー
パ
ー
で
あ
り
、
店
舗
数
は
一
〇
〇
店

弱
を
数
え
る
（
二
〇
〇
二
年
）
。
雇
用
タ
イ

プ
と
し
て
は
正
社
員
（
五
一
〇
人
）
の
ほ
か
、

八
時
間
換
算
で
約
一
五
〇
〇
人
の
Ｆ
社
員
（
つ

ま
り
パ
ー
ト
労
働
者
の
こ
と
。
ほ
か
に
定
年

後
の
再
雇
用
社
員
が
い
る
が
割
合
は
少
数
）

が
い
て
主
に
店
舗
で
の
販
売
活
動
に
従
事
し

て
い
る
。
売
上
高
（
経
常
利
益
）
と
従
業
員

数
（
括
弧
は
Ｆ
社
員
数
）
の
推
移
を
み
る
と
、

売
上
高
は
一
九
九
八
年
四
四
三
億
円
（
八
五

六
百
万
円
）
、
一
九
九
九
年
四
六
八
億
円
（
一

二
七
〇
百
万
円
）
、
二
〇
〇
〇
年
五
〇
八
億 

ま
た
、
今
後
に
つ
い
て
も
、「
減
少
し
た（
す

る
）」
が
五
二
・
七
％
、「
変
わ
ら
な
い
」
が

二
四
・
九
％
、「
増
加
し
た（
す
る
）」
が
八
・

四
％
（
無
回
答
は
五
・
七
％
）
と
な
っ
て
お

り
、
や
は
り
非
正
社
員
の
増
加
に
よ
り
正
社

員
の
減
少
が
見
込
ま
れ
て
い
る
。 

 

（
３
）
非
正
社
員
を
活
用
し
て
い
る
業
務 

　
非
正
社
員
を
ど
の
よ
う
な
業
務
で
活
用
し

て
い
る
の
か
。
そ
の
現
状
を
み
る
と
「
正
社

員
が
行
っ
て
き
た
業
務
の
う
ち
、
定
型
的
な

業
務
に
活
用
」
が
最
も
多
く
九
〇
・
五
％
（
今

後
は
八
四
・
三
％
―
―
以
下
括
弧
内
は
今
後

の
数
値
）、「
正
社
員
が
行
っ
て
い
る
判
断
業

務
を
含
む
非
定
型
的
な
業
務
に
活
用
」
が
二

一
・
三
％（
三
四
・
七
％
）、｢

正
社
員
が
行
っ

て
い
る
、
高
度
な
専
門
技
能
を
要
す
る
業
務

に
活
用
」
二
〇
・
九
％（
三
〇
・
七
％
）、｢

正

社
員
が
行
っ
て
い
な
い
よ
う
な
、
高
度
な
専

門
技
能
を
要
す
る
業
務
に
活
用
」
一
〇
・
八

％（
一
七
・
三
％
）、｢

職
場
の
管
理
・
監
督
的

役
割
を
担
う
業
務
に
活
用
」
九
・
七
％（
一

四
・
七
％
）
な
ど
と
な
っ
て
い
る
。
現
在
は
、

定
型
的
業
務
で
の
活
用
が
主
だ
が
、
今
後
は

定
型
業
務
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
非
定
型
的
業

務
や
専
門
技
能
を
要
す
る
業
務
（
さ
ら
に
は

管
理
・
監
督
的
役
割
を
担
う
業
務
）
で
非
正

社
員
を
活
用
し
た
い
と
考
え
る
企
業
が
増
加 

 

企
業
は
な
ぜ
非
正
社
員
を
活
用
し
て
い
る

の
か
。
活
用
の
理
由
を
み
る
と
、「
人
件
費
節

約
の
た
め
」
が
七
六
・
六
％
と
最
も
多
く
、

以
下
「
即
戦
力
・
能
力
あ
る
人
材
を
確
保
す

る
た
め
」
四
八
・
八
％
、「
景
気
変
動
に
応
じ

て
雇
用
量
を
調
整
す
る
た
め
」
四
六
・
九
％
、

「
専
門
的
業
務
に
対
応
す
る
た
め
」
四
六
・

一
％
、「
臨
時
・
季
節
的
業
務
量
の
変
化
に
対

応
す
る
た
め
」
三
八
・
二
％
な
ど
が
こ
れ
に

続
い
て
い
る
。 

（
２
）
正
社
員
と
非
正
社
員
の
雇
用
・
活
用

状
況 

　
非
正
社
員
の
い
る
企
業
は
調
査
対
象
の
九

一
・
一
％
で
あ
り
、
従
業
員
の
占
め
る
非
正

社
員
の
割
合
は
全
体
で
二
三
・
一
％
。
つ
ま

り
全
体
の
従
業
員
の
約
四
人
に
一
人
が
非
正

社
員
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
会
社
設
立
時
期

が
新
し
い
企
業
ほ
ど
従
業
員
全
体
に
占
め
る

非
正
社
員
の
割
合
が
増
え
る
傾
向
に
あ
る
。

正
社
員
と
非
正
社
員
の
雇
用
の
増
減
に
つ
い

て
、
「
い
わ
ゆ
る
非
正
社
員
の
活
用
に
よ
り
、

正
社
員
の
雇
用
は
減
少
し
ま
し
た
か
」
と
い

う
形
で
尋
ね
る
と
、
現
状
で
は
「
減
少
し
た

（
す
る
）」
が
五
一
・
二
％
、「
変
わ
ら
な
い
」

が
四
〇
・
四
％
、「
増
加
し
た（
す
る
）」
が
五
・

四
％
（
無
回
答
は
一
・
八
％
）
と
な
っ
て
お

り
、
減
少
が
増
加
を
大
き
く
上
回
っ
て
い
る
。

 

 

１
．は
じ
め
に 

　
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
や
派
遣
労
働
者
な
ど
の

非
正
社
員
が
増
加
し
て
い
る
。
以
下
で
は
、

企
業
の
側
か
ら
み
た
非
正
社
員
の
活
用
状
況

に
つ
い
て
、
最
近
実
施
さ
れ
た
当
機
構
の
調

査
結
果（『
企
業
の
人
事
戦
略
と
労
働
者
の
就

業
意
識
に
関
す
る
調
査
』
二
〇
〇
三
年
。
以

下
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
と
は
こ
れ
を
指
す
）
や

筆
者
が
関
わ
っ
た
事
例
調
査
の
結
果（『
企
業

レ
ベ
ル
の
労
働
の
フ
レ
キ
シ
ビ
リ
テ
ィ
』
二

〇
〇
三
年
、
日
本
労
働
研
究
機
構
）
な
ど
を

素
材
に
し
て
検
討
す
る
。
具
体
的
に
は
、
正

社
員
と
非
正
社
員
の
雇
用
状
況
（
今
後
の
見

通
し
）、
企
業
の
非
正
社
員
の
活
用
理
由
、

さ
ら
に
非
正
社
員
の
従
事
し
て
い
る
仕
事
と

そ
の
高
度
化
な
ど
に
つ
き
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査

結
果
を
概
観
し
た
上
で
、
そ
こ
で
み
ら
れ
た

傾
向
を
事
例
分
析
に
て
詳
し
く
分
析
す
る
。 

 

２
．ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
結
果 

　 

か
ら
み
た
最
近
の
傾
向 

　
こ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
は
、
従
業
員
規
模

一
〇
〇
人
以
上
の
企
業
を
対
象
に
調
査
し
た 

（
二
〇
〇
三
年
一
月
実
施
、
一
六
〇
二
社
回

収
）
。
主
な
結
果
は
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。 

（
１
）
非
正
社
員
の
活
用
理
由 
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円
（
一
二
八
四
百
万
円
）
と
順
調
に
増
加
し

て
い
る
が
、
従
業
員
数
は
一
九
九
八
年
四
七

八
人（
九
五
六
人
）、
一
九
九
九
年
四
八
三
人

（
一
一
四
四
人
）、
二
〇
〇
〇
年
四
五
五
人（
一

二
七
八
人
）
と
な
っ
て
お
り
、
正
社
員
は
減

少
し
つ
つ
も
パ
ー
ト
社
員
が
大
幅
に
増
加
す

る
傾
向
に
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
Ｂ
社
で
は

結
果
的
に
人
件
費
を
抑
制
し
な
が
ら
事
業
収

益
を
伸
ば
す
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
こ
と
を

示
し
て
い
る
。 

　
そ
う
し
た
パ
ー
ト
社
員
活
用
の
結
果
、
Ｂ

社
の
二
〇
〇
二
年
二
月
期
の
売
上
高
対
比
人

件
費
率
は
一
〇
・
九
％
と
な
る
に
い
た
っ
た
。

①
売
上
高
対
比
人
件
費
率
と
②
店
舗
パ
ー
ト 

比
率
の
関
係
の
推
移
を
み
る
と
、
一
九
九
九

年
二
月
期
で
は
①
が
一
一
・
三
％
、
②
が
七

〇
・
八
％
と
パ
ー
ト
比
率
が
今
よ
り
低
い
段

階
で
は
、
売
上
に
占
め
る
人
件
費
割
合
も
高

か
っ
た
。
だ
が
、
二
〇
〇
〇
年
二
月
期
に
な

る
と
①
が
一
〇
・
九
％
、
②
が
七
四
・
五
％
、

二
〇
〇
一
年
二
月
期
で
は
①
が
一
〇
・
七
％
、

②
が
七
八
・
〇
％
、
さ
ら
に
二
〇
〇
二
年
二

月
期
で
は
①
が
一
〇
・
六
％
、
②
が
八
一
・

七
％
と
、
高
い
パ
ー
ト
比
率
、
低
い
対
売
上

高
人
件
費
比
率
と
い
う
関
係
が
一
層
鮮
明
な

も
の
と
な
っ
て
い
る
。
以
上
は
、
２
で
み
た

ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
と
符
合
し
て
い
る
と
い
え

る
だ
ろ
う
。 

 

（
２
）
店
舗
で
の
パ
ー
ト
の
高
度
活
用 

 

Ｂ
社
の
主
力
事
業
所
で
あ
る
店
舗
で
は
、

パ
ー
ト
社
員
が
ど
の
よ
う
な
仕
事
に
従
事
し
、

活
用
の
高
度
化
が
進
ん
で
い
る
の
か
。
こ
の

点
を
明
か
に
す
る
に
は
、
店
舗
の
組
織
と
要

員
配
置
を
知
る
必
要
が
あ
る
。
図
表
１
は
Ｉ

店
舗
の
組
織
と
要
員
配
置
を
図
示
し
た
も
の

で
あ
る
。 

　
こ
の
職
場
構
成
と
要
員
配
置
か
ら
以
下
の

点
が
指
摘
で
き
る
。
ま
ず
店
舗
業
務
の
責
任

者
で
あ
る
店
長
が
い
る
。
日
々
の
販
売
活
動
、

労
務
管
理
活
動
は
じ
め
と
す
る
全
活
動
に
従

事
す
る
。
Ｉ
店
の
場
合
は
、
Ｂ
社
の
資
格
・

職
位
制
度
で
い
う
と
こ
ろ
の
副
参
事
の
正
社

員
が
配
置
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
Ｂ
社
の
資

格
・
職
位
制
度
に
つ
い
て
の
詳
述
は
避
け
る

が
、
副
参
事
と
は
社
員
一
級
↓
社
員
二
級
↓

三
級
↓
四
級
↓
副
主
事
↓
主
事
↓
副
参
事
↓

経
営
職
層
へ
と
昇
格
す
る
し
く
み
の
な
か
で

管
理
職
層
の
最
上
位
に
位
置
に
し
て
お
り
、

「
課
題
解
決
の
ス
ペ
シ
ャ
リ
テ
ィ
ー
と
人
材

育
成
を
こ
な
し
う
る
」
能
力
を
も
つ
。
対
応

職
位
は
「
中
・
大
型
店
の
店
長
や
チ
ー
フ
」

で
あ
る
。
店
長
の
下
に
こ
れ
を
補
佐
す
る
副 

店
長
、
さ
ら
に
そ
の
下
に
大
き
く
七
〜
九
つ

ほ
ど
の
商
品
群
担
当
（
例
え
ば
農
産
、
水
産
、

畜
産
な
ど
）
、
チ
ェ
ッ
カ
ー
（
も
し
く
は
レ

ジ
兼
務
）
の
グ
ル
ー
プ
が
お
か
れ
て
い
る
。 

　
第
二
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
グ
ル
ー
プ
に
は
チ

ー
フ
と
代
行
が
お
か
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
グ
ル

ー
プ
の
販
売
活
動
の
リ
ー
ダ
ー
的
な
役
割
を

担
っ
て
い
る
が
、
一
〇
人
の
チ
ー
フ
の
う
ち

五
人
が
Ｆ
社
員
で
あ
り
、
代
行
に
い
た
っ
て

は
九
人
の
代
行
の
う
ち
六
人
が
Ｆ
社
員
で
占

め
ら
れ
て
い
る
。 

　
第
三
に
、
労
働
時
間
を
み
る
と
、
正
規
は

一
七
六
時
間
と
一
律
で
あ
る
が
、
Ｆ
社
員
は

九
二
時
間
〜
一
六
〇
時
間
ま
で
長
短
様
々
に

な
っ
て
お
り
、
さ
ら
に
短
い
六
九
時
間
〜
一

一
五
時
間
の
ア
ル
バ
イ
ト
が
い
て
、
売
場
の

繁
閑
に
対
応
で
き
る
要
員
と
時
間
帯
が
柔
軟

に
設
定
さ
れ
て
い
る
。 

　
第
四
に
、
夜
間
（
一
九
〜
二
四
時
）
や
深

夜
（
〇
時
〜
九
時
）
の
業
務
に
対
応
す
る
た

め
に
、
ナ
イ
ト
グ
ル
ー
プ
や
ミ
ッ
ド
ナ
イ
ト

グ
ル
ー
プ
が
編
成
さ
れ
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も

Ｆ
社
員
が
配
置
さ
れ
て
い
る
。 

 

以
上
の
よ
う
に
、
Ｂ
社
の
Ｉ
店
を
事
例
に

要
員
構
成
を
眺
め
て
み
る
と
、
パ
ー
ト
タ
イ

マ
ー
で
あ
る
Ｆ
社
員
の
業
務
は
店
長
と
ま
で

は
い
か
な
く
と
も
売
場
の
リ
ー
ダ
ー
た
る
チ

ー
フ
ク
ラ
ス
に
及
ん
で
お
り
、
活
用
の
高
度

化
が
進
ん
で
い
る
。
ま
た
店
舗
業
務
の
繁
閑

に
対
応
す
べ
く
、
短
時
間
の
Ｆ
社
員
や
ア
ル

バ
イ
ト
が
柔
軟
に
配
置
さ
れ
繁
閑
対
応
の
フ

レ
キ
シ
ビ
リ
テ
ィ
も
確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
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が
わ
か
る
。 

　
こ
う
し
た
パ
ー
ト
の
高
度
業
務
で
の
活
用

は
、
少
数
で
は
あ
る
が
店
長
レ
ベ
ル
に
も
進

み
つ
つ
あ
り
、
そ
の
結
果
、
正
社
員
は
新
店 

舗
開
拓
な
ど
よ
り
高
度
な
仕
事
に
専
念
で
き

る
よ
う
な
体
制
が
整
え
ら
れ
つ
つ
あ
る
（
２

で
み
た
「
正
社
員
の
行
っ
て
い
る
判
断
要
素

を
含
む
非
定
型
的
業
務
に
活
用
」
と
符
合
す

る
）
。 

 

４
．店
舗
レ
ベ
ル
で
の 

　 

要
員
管
理
の
考
え
方 

　
　
〜
Ｃ
社
の
事
例 

 

３
で
は
、
人
件
費
節
約
を
は
か
り
な
が
ら

、

店
舗
で
パ
ー
ト
活
用
を
高
度
化
さ
せ
て
き
た

事
例
を
み
た
。
そ
れ
で
は
、
配
置
さ
れ
る
パ

ー
ト
の
要
員
数
は
い
か
な
る
考
え
方
で
設
定

さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
以
下
で
は
、
小

売
業
Ｃ
社
を
事
例
に
と
り
、
店
舗
で
の
要
員

管
理
が
お
よ
そ
ど
の
よ
う
な
論
理
の
も
と
に

な
さ
れ
て
い
る
の
か
を
検
討
し
よ
う
。 

 

（
１
）
複
数
雇
用
タ
イ
プ
の
概
要 

　
Ｃ
社
は
、
子
供
服
や
ベ
ビ
ー
用
品
な
ど
の

商
品
を
扱
う
従
業
員
二
三
〇
人
程
度
の
中
堅

小
売
業
で
あ
り
、
店
舗
タ
イ
プ
は
テ
ナ
ン
ト

店
（
四
〜
五
人
の
店
員
、
店
舗
面
積
は
標
準

三
五
坪
程
度
）
と
ロ
ー
ド
サ
イ
ド
店
（
七
〜

八
人
の
店
員
、
標
準
二
三
〇
坪
程
度
）
か
ら

な
る
。
ま
た
Ｃ
社
に
は
九
〇
人
強
の
正
社
員

（
以
下
Ｒ
社
員
）
の
ほ
か
、
一
一
〇
〜
一
三

〇
人
程
度
の
非
正
社
員
（
以
下
、
Ｐ
Ｍ
Ｊ
社

員
。
週
労
働
時
間
が
四
〇
時
間
未
満
は
Ｃ
社

員
、
三
〇
〜
四
〇
時
間
未
満
は
Ｍ
社
員
、
二

〇
〜
三
〇
時
間
は
Ｊ
社
員
）
が
い
て
店
舗
で

の
販
売
活
動
に
従
事
し
て
い
る
。 

　
こ
の
よ
う
に
Ｃ
社
に
は
正
社
員
以
外
に
も

Ｐ
Ｍ
Ｊ
社
員
と
い
っ
た
非
正
社
員
を
活
用
し

て
い
る
が
、
そ
れ
で
は
こ
れ
ら
の
雇
用
量
が

ど
の
よ
う
な
考
え
方
で
決
ま
っ
て
い
る
の
か
。 

（
２
）
店
舗
で
の
要
員
管
理
の
論
理 

　
店
舗
で
の
要
員
管
理
の
目
安
の
第
一
は
、

予
算
計
画
と
の
関
連
で
あ
る
。
年
度
当
初
に

利
益
計
画
を
立
て
る
が
、
そ
こ
に
は
前
年
実

績
の
数
値
を
も
と
に
月
々
の
売
上
高
が
凸
凹

あ
る
形
で
書
き
込
ま
れ
る
。
他
方
、
月
ご
と

の
営
業
経
費
は
、
販
売
促
進
費
や
水
道
光
熱

費
の
ほ
か
、
人
件
費
関
係
の
経
費
が
計
上
さ

れ
て
い
る
。
数
値
の
詳
述
は
避
け
る
が
、
店

舗
管
理
者
が
意
識
す
る
の
は
、
売
上
に
占
め

る
人
件
費
割
合
で
あ
り
（
ち
な
み
に
あ
る
店

舗
の
場
合
、
年
間
平
均
で
な
ら
す
と
ほ
ぼ
一

六
・
〇
％
と
な
っ
て
い
る
）、利
益
重
視
と
な

る
と
そ
れ
を
出
来
る
だ
け
押
さ
え
る
こ
と
が

規
範
と
な
る
。
店
長
及
び
そ
れ
を
統
括
す
る

ブ
ロ
ッ
ク
長
の
給
与
と
賞
与
が
業
績
に
連
動

す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
判
断
す
る
と
、

店
長
と
ブ
ロ
ッ
ク
長
は
、
こ
の
数
値
を
意
識

し
た
販
売
活
動
を
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
結

果
、
こ
の
店
舗
の
要
員
管
理
の
水
準
は
、
正

規
で
あ
る
Ｒ
社
員
数
を
押
さ
え
つ
つ
、
そ
れ

以
外
は
な
る
べ
く
非
正
社
員
で
カ
バ
ー
す
る

と
い
う
考
え
方
が
導
き
出
さ
れ
る
。
残
る
問

題
は
、
こ
の
店
舗
で
要
求
さ
れ
る
仕
事
活
動

を
こ
な
せ
る
非
正
社
員
の
確
保
と
育
成
と
い

う
こ
と
に
な
る
（
こ
こ
か
ら
も
２
で
み
た
「
即

戦
力
・
能
力
あ
る
人
材
の
確
保
」
の
要
請
を

読
み
取
り
う
る
）。 

　
店
舗
で
の
要
員
管
理
の
第
二
の
目
安
は
、

店
構
え
の
基
本
か
ら
す
る
一
定
要
員
数
の
配

置
と
い
う
要
請
で
あ
る
。
こ
の
要
請
も
二
つ

に
分
け
ら
れ
る
。
一
つ
は（
イ
）一
人
の
店
員

が
み
る
適
正
坪
数
が
あ
り
、
Ｃ
社
の
標
準
ロ

ー
ド
サ
イ
ド
シ
ョ
ッ
プ
型
店
舗
（
＝
二
五
〇

坪
）
を
例
に
と
る
と
、
そ
の
値
は
三
〇
〜
四

〇
坪
で
あ
る
と
い
う
。
こ
こ
か
ら
逆
算
す
る

と
、
こ
の
面
積
の
店
舗
だ
と
、（
八
時
間
換

算
で
）
七
人
程
度
が
配
置
さ
れ
て
い
る
必
要

が
あ
る
。（
ロ
）い
ま
一
つ
は
、
商
品
群
で
あ

り
、
ベ
ビ
ー
、
マ
タ
ニ
テ
ィ
、
ハ
ー
ド
（
カ

ー
な
ど
）、
ピ
ジ
ョ
ン
と
い
っ
た
四
つ
の
大

き
な
標
準
商
品
ア
イ
テ
ム
群
ひ
と
つ
に
つ
き

二
人
程
度
が
つ
い
て
い
る
と
お
客
さ
ん
と
良

い
関
係
を
保
ち
な
が
ら
販
売
が
で
き
る
と
い

う
。
そ
う
す
る
と
、
こ
の
四
つ
の
商
品
群
を

す
べ
て
扱
っ
て
い
る
店
な
ら
七
〜
八
人
程
度

が
ベ
ス
ト
と
い
う
こ
と
に
な
る
。 

 

以
上
の
ご
と
く
、
店
の
面
積
と
扱
う
商
品

群
が
決
ま
れ
ば
、
ど
の
程
度
の
要
員
構
成
が

適
正
か
つ
妥
当
か
を
割
り
出
す
こ
と
が
可
能

と
な
る
。 

　
店
舗
で
の
要
員
管
理
の
第
三
の
目
安
は
、

業
務
の
繁
閑
へ
の
対
応
と
い
う
視
点
で
あ
る
。

一
般
的
に
雇
用
量
は
業
務
量
に
応
じ
て
決
ま

る
が
、
忙
し
い
時
に
ど
の
よ
う
に
対
応
す
る

か
に
つ
い
て
は
、
大
ま
か
に
い
っ
て（
イ
）要

員
数
は
そ
の
ま
ま
に
し
て
既
存
社
員
の
労
働

時
間
を
増
や
し
て
対
応
す
る
方
法
と（
ロ
）要

員
数
そ
の
も
の
を
増
や
す
こ
と
で
対
応
す
る

方
法
が
あ
る
。
こ
の
う
ち（
ロ
）要
員
の
増
加

に
つ
い
て
は
さ
ら
に
、
①
正
規
社
員
の
雇
用

と
②
パ
ー
ト
社
員
の
増
加
の
二
通
り
が
あ
る
。

し
か
し
す
で
に
み
た
よ
う
に
、
予
算
と
利
益

維
持
か
ら
の
要
請
と
標
準
店
舗
の
面
積
・
商

品
ア
イ
テ
ム
か
ら
く
る
要
請
が
あ
る
の
で
、

ま
ず
は（
イ
）の
方
法
が
優
先
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
。
す
な
わ
ち
、｢

忙
し
い
と
い
う
場
合
、

そ
の
要
因
を
分
析
」
し
、
そ
の
結
果
、
そ
の

忙
し
さ
が
短
期
的
な
も
の
だ
と
判
断
さ
れ
る

と
、
本
部
の
Ｒ
社
員
の
応
援
と
い
う
措
置
が

と
ら
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
が
「
思
い
の
ほ
か

売
れ
た
。
今
後
も
続
き
そ
う
だ
」
と
い
う
具

合
に
長
期
的
な
も
の
だ
と
判
断
さ
れ
る
と
、

新
た
な
要
員
の
増
加
と
い
う
判
断
に
な
る
。

だ
が
要
因
の
分
析
に
も
不
確
定
性
が
つ
き
ま

と
う
わ
け
で
あ
る
か
ら
い
き
な
り
Ｒ
社
員
採

用
と
い
う
形
に
は
し
な
い
の
が
現
実
的
で
あ

ろ
う
。
こ
こ
か
ら
も
Ｐ
Ｍ
Ｊ
社
員
の
活
用
の

余
地
が
生
じ
て
く
る
。 

　
以
上
要
す
る
に
、
店
舗
管
理
責
任
者
は
、

こ
れ
ら
の
要
請
と
制
約
を
考
慮
し
な
が
ら
、

要
員
管
理
を
行
っ
て
い
る
と
推
察
さ
れ
る
。 

 

５
．ま
と
め
と
課
題 

　
非
正
社
員
の
活
用
に
つ
い
て
企
業
側
か
ら

み
て
き
た
。
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
を
概
観
し
、

そ
の
傾
向
を
よ
り
詳
し
く
知
る
た
め
に
、
パ

ー
ト
活
用
の
進
ん
で
い
る
小
売
業
の
事
例
を

と
り
あ
げ
、
パ
ー
ト
活
用
の
高
度
化
の
実
際
、

及
び
非
正
社
員
の
要
員
管
理
の
考
え
方
を
店

舗
管
理
の
視
点
か
ら
検
討
し
て
み
た
。
こ
の

小
論
で
は
直
接
雇
用
さ
れ
て
い
る
非
正
社
員
、

と
く
に
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
に
つ
い
て
焦
点

を
あ
て
た
が
、
直
接
雇
用
で
も
有
期
契
約
労

働
、
さ
ら
に
は
直
接
雇
用
さ
れ
て
い
な
い
外

部
人
材
の
活
用
も
進
み
つ
つ
あ
る
。
今
後
は
、

正
社
員
、
直
接
雇
用
の
非
正
社
員
、
外
部
人

材
す
べ
て
を
視
野
に
い
れ
て
、
そ
の
活
用
目

的
と
要
員
管
理
の
考
え
方
を
検
証
し
て
い
く

必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。 
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